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避難所・避難場所等について３避難の考え方（地震編）１

要配慮者支援の取り組み４

品川区要配慮者全体計画の改定検討
・「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」の改定を受け、今後、

区の全体計画の改定を検討

避難行動要支援者名簿・個別避難計画の作成
・直接避難は個別避難計画に基づき策定中

防災区民組織と福祉関係者の連携強化
・防災区民組織の支援体制を強化する

ため、福祉関係者等との連携に関する検

討会や避難誘導訓練を実施

要配慮者利用施設の避難確保計画作成支援（水防法15条の3）
・令和3年度に避難確保計画が義務付けられた要配慮者利用施設

の管理者に対し、計画作成会を開催し、作成支援を実施。

避難の考え方（風水害編）２

「避難」とは「難」を「避」けることであり、自宅での安全確保が可能な
人は、新型コロナ等のリスクを負ってまで避難所に行く必要はありません。

・風水害は予兆を捉え、予警報の発信や避難誘導を初めとする被災回避行
動をとれます。しっかりと情報を捉え、行動しましょう。

・地震は発災前に一般的に予兆を捉えられず、事前の被害回避行動がとれ
ないため、事前の備えや避難計画を立てておく必要があります。

【避難所】運営主体：防災区民組織・区・施設管理者
・一時集合場所、区民避難所：52か所、補完避難所、広域避難場所

【自主避難施設・避難場所】※運営主体：原則、区が運営する。
・避難場所：土砂災害/5箇所・目黒川氾濫/9箇所・高潮/12箇所・多摩川氾濫/3箇所

・自主避難施設：15箇所

・被害状況等に応じて、震災時における区民避難所等を開設する。

【避難基準】

※在宅避難者・・・住居等の被害を受けるが、住居から避難しない人のこと
・環境変化による体調不良防止・新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、在宅避難を推奨

【避難行動要支援者のフロー】

①一時（いっとき）集合場所 ④広域避難場所

・避難を行う場合に、防災区民組織（町会・自
治会）単位で一時的に集合して様子を見る場所
または集団で避難するための身近な集合場所の
ことをいう。

・大地震時に発生する延焼火災等の危険から避
難者の身の安全を確保し、火勢の弱まりを待つ
場所で、都が指定しているオープンスペースの
ことをいう。

②区民避難所 ⑤自主避難施設

・災害対策基本法に基づき定め、自宅の損壊な
どにより避難生活を送る必要が生じた際に避難
者を受け入れる施設をいう。

・区内に被害をもたらすような台風の直撃等に
際し、自宅での滞在に不安を感じる方を受け入
れる施設をいう。

③福祉避難所 ⑥避難場所（目黒川氾濫・高潮・多摩川氾濫・土砂災害）

・区民避難所で他の避難者と生活を送ることが
困難で、あらかじめ指定した避難行動要支援者
を受け入れる施設のことをいう。

・災害対策基本法に基づき災害の事象ごとに定
め、避難指示の発令等に際し、危険を回避する
ために一時的に避難者を受け入れる場所をい
う。



１月

水防訓練（5月）
自主避難施設開設訓練

風水害災害対策本部訓練（６月）

区内一斉防災訓練
災害対策本部運営訓練
（12月）

防災の日（9月１日）
安否確認システム訓練

災害対策職員待機寮防災訓練（通年）

災対本部各部防災訓練（6月～11月）

＜課題＞

風水害災害対策本部訓練従事者
システム操作訓練（５月）

各部単独訓練（指令情報部訓練etc）
各部連携訓練（防災課連携含む） 区内一斉防災訓練従事者

システム操作訓練（11月）

・事後検討会
・事後検討会

礼式 風水害に係る座学 区民避難所に係る座学初期消火・救護訓練 資機材取扱訓練各種システム訓練

・全庁的に災害対応可能
な態勢の構築

・発災後一週間までの初
動態勢の確立

・ＩＣＴを活用した情報
の集約、一元化

区
職
員
向
け
訓
練

区内一斉防災訓練
避難所訓練（12月）

防災フェア

＜課題＞

・しながわ防災体験館、しながわ防災学校及びマンション防災アドバイザーの派遣・マンション防災訓練（通年）

防災ポスター
コンクール

避難所連絡会議

・町会個別訓練（8～11月）

・防災区民組織の高齢
化

・幅広い世代に対する
訓練参加率の向上

・ＩＣＴを活用した訓
練の推進

区
民
向
け
訓
練
・
啓
発

地域防災対策三者連絡会議・訓練
（大崎１、品川２）

出水期（水防月間） 防災週間 防災とボランティア週間

防災訓練は、「自助」「共助」に基づく区民や事業所主体の訓練と「公助」に基づく区職員主体の訓練で構成される。時節に応じた各種訓練を実施
することで防災意識を高め、継続的に訓練を積み重ねることで、抽出された様々な課題に改善を加え、災害対応力の向上を図っていく。

出水期 １０月

１ 防災訓練の考え方
〇防災訓練

６月 ７月

１１月

３月

１１月５月

５月

５月

２ 防災訓練の実施計画等

６月

９/1

１2月

１2月

地区総合防災訓練
（１３地区）

１１月９月


